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(57)【要約】
【課題】　掃除が簡単であって管理が容易であり、清潔
な状態を保ちながら使用できるペット用トイレおよびこ
れに用いられる処理材回収部材を提供すること。
【解決手段】　ペット用トイレは、底部に複数の開口部
２２ａが設けられ、かつ、水分の吸収によって自己崩壊
するペレット状の排泄物処理材が収容される、第１収容
部２０と、前記第１収容部２０の下方にスライド移動可
能に配置され、前記開口部２２ａを介して落下する、自
己崩壊した前記排泄物処理材を収容可能な第２収容部３
０と、を有するトイレ本体１００と、前記第２収容部３
０内に着脱自在に装着され、自己崩壊した前記排泄物処
理材が収容される処理材回収部材と、を備える。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底部に複数の開口部が設けられ、かつ、水分の吸収によって自己崩壊するペレット状の
排泄物処理材が収容される、第１収容部と、
　前記第１収容部の下方にスライド移動可能に配置され、前記開口部を介して落下する、
自己崩壊した前記排泄物処理材を収容可能な第２収容部と、を有するトイレ本体と、
　前記第２収容部内に着脱自在に装着され、自己崩壊した前記排泄物処理材が収容される
処理材回収部材と、
を備えるペット用トイレ。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１収容部の前記開口部は、長孔形状を有する、ペット用トイレ。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記開口部は、短辺が２ｍｍ以上５ｍｍ以下、長辺が１０ｍｍ以上２０ｍｍ以下である
、ペット用トイレ。
【請求項４】
　請求項２または請求項３において、
　前記第１収容部は、平面形状において短辺と長辺を有し、前記開口部はその長辺方向が
前記第１収容部の長辺方向と同じである、ペット用トイレ。
【請求項５】
　底部に複数の開口部が設けられ、かつ、水分の吸収によって自己崩壊するペレット状の
排泄物処理材が収容される、第１収容部と、前記第１収容部の下方にスライド移動可能に
配置され、前記開口部を介して落下する、自己崩壊した前記排泄物処理材を収容可能な第
２収容部と、を有するトイレ本体に使用される処理材回収部材であって、
　前記第２収容部の底部と側部とを覆うように当該第２収容部内に着脱自在に装着され、
自己崩壊した前記排泄物処理材が収容可能な処理材回収部材。
【請求項６】
　　請求項５において、
　少なくとも前記第２収容部に装着されたときに上面となる面が防水性を有する、処理材
回収部材。
【請求項７】
　　請求項６において、
　前記第２収容部に装着されたときに底面となる面に、吸水部が設けられた、処理材回収
部材。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項４のいずれかに記載のペット用トイレの使用方法であって、
　前記第２収容部に、前記処理材回収部材を装着する工程と、
　前記第１収容部に、水分の吸収によって自己崩壊するペレット状の排泄物処理材を収容
する工程と、
　ペットが排泄する尿によって崩壊した前記排泄物処理材が前記開口部を介して落下して
前記処理材回収部材の内部に堆積したときに、崩壊した前記排泄物処理材を収容した状態
で当該処理材回収部材を廃棄する工程と、
を含む、ペット用トイレの使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ペット用トイレおよびこれに用いられる処理材回収部材、ならびにペット用
トイレの使用方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　猫や犬などのペットの排泄物を処理するための排泄物処理材としては、粘土の一種であ
るベントナイトを主成分とする粉体状のもの、シリカゲルや撥水処理された粒状のものな
どが知られている。さらに、排泄物処理材としては、天然針葉樹のおが屑からなる挽素材
を加熱圧縮してペレット状にしたものが知られている（特許文献１参照）。このような排
泄物処理材は、水分の吸収によって自己崩壊する特徴を有する。
【０００３】
　かかる自己崩壊タイプの排泄物処理材を用いることを前提としたペット用トイレとして
、トイレ本体を簀の子により上下に区画して、上層部分に吸水することにより自己崩壊す
るペット用排泄物処理材を敷設し、下層部分にトレーを有し、当該トレー表面に溝が形成
された構造が提案されている（特許文献２参照）。しかしながら、係る構造のペット用ト
イレでは、トレー内に直接、崩壊した排泄物処理材が蓄積されるため、頻繁にトレーを洗
浄して掃除をする必要があり、非常に手間がかかる。また、トレーは溝を有するので、溝
の内部まで清潔にするには、洗浄を丁寧に行う必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－３０８４０３号公報
【特許文献２】特開２００７－１７４９４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、上述した従来技術の問題点を解決し、掃除が簡単であって管理が容易
であり、清潔な状態を保ちながら使用できるペット用トイレおよびこれに用いられる処理
材回収部材を提供することにある。
【０００６】
　また、本発明の他の課題は、本発明に係るペット用トイレの使用方法を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るペット用トイレは、
　底部に複数の開口部が設けられ、かつ、水分の吸収によって自己崩壊するペレット状の
排泄物処理材が収容される、第１収容部と、
　前記第１収容部の下方にスライド移動可能に配置され、前記開口部を介して落下する、
自己崩壊した前記排泄物処理材を収容可能な第２収容部と、を有するトイレ本体と、
　前記第２収容部内に着脱自在に装着され、自己崩壊した前記排泄物処理材が収容される
処理材回収部材と、
を備える。
【０００８】
　本発明に係るペット用トイレにおいて、
　前記第１収容部の前記開口部は、長孔形状を有することができる。
【０００９】
　本発明に係るペット用トイレにおいて、
　前記開口部は、短辺が２ｍｍ以上５ｍｍ以下、長辺が１０ｍｍ以上２０ｍｍ以下である
ことができる。
【００１０】
　本発明に係るペット用トイレにおいて、
　前記第１収容部は、平面形状において短辺と長辺を有し、前記開口部はその長辺方向が
前記第１収容部の長辺方向と同じであることができる。
【００１１】
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　本発明に係る処理材回収部材は、
　底部に複数の開口部が設けられ、かつ、水分の吸収によって自己崩壊するペレット状の
排泄物処理材が収容される、第１収容部と、前記第１収容部の下方にスライド移動可能に
配置され、前記開口部を介して落下する、自己崩壊した前記排泄物処理材を収容可能な第
２収容部と、を有するトイレ本体に使用される処理材回収部材であって、
　前記第２収容部の底部と側部とを覆うように当該第２収容部内に着脱自在に装着され、
自己崩壊した前記排泄物処理材が収容可能である。
【００１２】
　本発明に係る処理材回収部材において、
　少なくとも前記第２収容部に装着されたときに上面となる面が防水性を有することがで
きる。
【００１３】
　本発明に係る処理材回収部材において、
　前記第２収容部に装着されたときに底面となる面に、吸水部が設けられることができる
。
【００１４】
　本発明に係るペット用トイレの使用方法は、前記ペット用トイレの使用方法であって、
　前記第２収容部に、前記処理材回収部材を装着する工程と、
　前記第１収容部に、水分の吸収によって自己崩壊するペレット状の排泄物処理材を収容
する工程と、
　ペットが排泄する尿によって崩壊した前記排泄物処理材が前記開口部を介して落下して
前記処理材回収部材の内部に堆積したときに、崩壊した前記排泄物処理材を収容した状態
で当該処理材回収部材を廃棄する工程と、
を含む。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係るペット用トイレによれば、掃除が簡単であって管理が容易であり、清潔な
状態を保ちながら使用できる。また、本発明に係る処理材回収部材によれば、トイレ本体
に簡単に着脱でき、しかもトイレ本体を清潔に保った状態で、崩壊した排泄物処理材を簡
単な操作で廃棄できる。
【００１６】
　本発明に係るペット用トイレの使用方法によれば、処理材回収部材を着脱する簡単な操
作で崩壊した排泄物処理材を廃棄でき、しかも、トイレ本体の掃除を頻繁に行わないでよ
く、かつ簡単に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施形態に係るトイレ本体を示す斜視図。
【図２】図１に示すトイレ本体を分解して示す斜視図。
【図３】トイレ本体の支持部を示す斜視図。
【図４】トイレ本体の第１収容部を示す斜視図。
【図５】（Ａ）は、図４に示す第１収容部を上から見た平面図であり、（Ｂ）は、第１収
容部の開口部を示す平面図。
【図６】第１収容部に設けられるステップ部材を示す斜視図。
【図７】トイレ本体の第２収容部を示す斜視図。
【図８】トイレ本体にカバー部を取り付けた状態を示す斜視図。
【図９】（Ａ）は、実施形態に係る処理材回収部材を折りたたんだ状態で示す斜視図であ
り、（Ｂ）は、処理材回収部材を使用状態で示す斜視図であり、（Ｃ）は、処理材回収部
材を第２収容部に装着した状態を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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　本発明の実施形態の一例について、図面を参照して説明する。
１．トイレ本体
　図１は、本実施形態に係るペット用トイレのトイレ本体１００を示す斜視図であり、図
２は、トイレ本体１００を分解して示す斜視図である。
【００１９】
　本実施形態に係るペット用トイレのトイレ本体１００は、図１および図２に示すように
、第１収容部２０、第２収容部３０およびこれらの収容部２０，３０を組み立てるための
支持部１０を有することができる。すなわち、支持部１０の上下方向に第１収容部２０を
着脱自在に装着することができ、支持部１０の横方向に第２収容部３０をスライド移動さ
せることで、当該第２収容部３０を着脱自在に装着することができる。
【００２０】
１．１．支持部
　支持部１０は、図２および図３に示すように、全体形状が上方に開口部を有する箱体状
をなし、平面視においてほぼ矩形（図示の例ではほぼ長方形）の底部１２と、当該底部１
２と連続する側部１４とを有する。
【００２１】
　底部１２には、第２収容部３０を安定に支持するゴム製突起部１２ａが複数（図示の例
では、４個）形成されている。また、底部１２には、第２収容部３０を安定にスライド移
動させるための板状のガイド部１２ｂが形成されている。
【００２２】
　側部１４は、底部１２の４辺に対応して、第１から第４の４つの側壁１４ａ，１４ｂ，
１４ｃおよび１４ｄを有する。図３において前方に位置する第１側壁１４ａには、後に詳
述する第２収容部３０を出し入れするための開口部１８が形成されている。
【００２３】
　第２側壁１４ｂ、第４側壁１４ｄ、および後方の第３側壁１４ｃは、同一の高さを有す
る。それに対して、前方の第１側壁１４ａは、第２側壁１４ｂおよび第４側壁１４ｄより
低い高さを有している。そのため、第２側壁１４ｂおよび第４側壁１４ｄのそれぞれの前
方の側壁１４ｅおよび１４ｆは、上面が前方に向けて傾斜している。このようにすること
によって、猫などのペットが第１側壁１４ａを越えやすくなる。
【００２４】
　側部１４（図示の例では第２側壁１４ｂおよび第４側壁１６ｂ）の上には、外側に突出
するフランジ部１６（１６ａ，１６ｂ）が形成されている。このフランジ部１６を有する
ことにより、後に詳述する第１収容部２０を安定に支持できる。そして、フランジ部１６
ａ，１６ｂには、切り欠き部１６ｃ，１６ｄがそれぞれ形成されることができる。これら
の切り欠き部１６ｃ，１６ｄは、図８に示すように、カバー部５０を設ける場合に、その
バックルなどの固定部材５２が挿入できるようにする。カバー部５０は、特に限定されな
いが、図示の場合、第１カバー部５４と、第２カバー部５６とを有することができる。第
２カバー部５６は、第１カバー部５４の上面に設けられた軸５４ａ，５４ｂを介して開閉
自在に形成されている。そして、第２カバー部５６の手前の側壁５６ａには、回動可能な
ドア部５８が設けられている。
【００２５】
　また、図３に示すように、第１側壁１４ａおよび第３側壁１４ｃの上部にも１対の切り
欠き部１９ｅ，１９ｆを形成することができる。これらの切り欠き部１９ｅ，１９ｆを設
けることにより、図１に示すように、切り欠き部１９ｅ，１９ｆを介して第１収容部２０
の取り外しが容易となる。
【００２６】
１．２．第１収容部
　第１収容部２０は、図２および図４に示すように、全体形状が上方に開口部を有する箱
体状をなし、平面視においてほぼ矩形（図示の例ではほぼ長方形）の底部２２と、当該底
部２２と連続する側部２４とを有する。第１収容部２０は、支持部１０の上部に装着され
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るので、その底部２２の形状は支持部１０の底部１２とほぼ相似形状を有する。
【００２７】
　側部２４は、底部２２の４辺に対応して、第１から第４の４つの側壁２４ａ，２４ｂ，
２４ｃおよび２４ｄを有する。第２側壁２４ｂ、第４側壁２４ｄ、および後方の第３側壁
２４ｃは、同一の高さを有する。それに対して、前方の第１側壁２４ａは、第２側壁２４
ｂおよび第４側壁２４ｄより低い高さを有している。そのため、第２側壁２４ｂおよび第
４側壁２４ｄのそれぞれの前方の側壁２４ｅおよび２４ｆは、上面が前方に向けて傾斜し
ている。このようにすることによって、猫などのペットが第１側壁２４ａを越えやすくな
る。
【００２８】
　側部２４の上には、外側に突出するフランジ部２６が形成されている。このフランジ部
２６を有することにより、第１収容部２０を支持部１０に装着したときに、支持部１０の
フランジ部１６によって安定に支持される。したがって、フランジ部２６は、第１収容部
２０が安定に支持されればよく、側部２４の上に全周に亘って設けられてもよく、あるい
は一部であってもよい。
【００２９】
　フランジ部２６には、収容部１０に第１収容部２０を装着したときに、支持部１０の切
り欠き部１６ｃ，１６ｄ（図３参照）に対応する位置に、切り欠き部２６ａ，２６ｂがそ
れぞれ形成されることができる。これらの切り欠き部２６ａ，２６ｂは、支持部１０の場
合と同様に、図８に示すように、カバー部５０を設ける場合に、そのバックルなどの固定
部材５２が挿入できる。
【００３０】
　第１収容部２０は、図５（Ａ）に示すように、底部２２は、平面形状において短辺と長
辺を有し、ほぼ長方形をなしている。さらに、底部２２には、その中央部に開口形成領域
２３を有する。開口形成領域２３には、図５（Ａ）における横方向および縦方向に、複数
の開口部２２ａが所定のピッチで形成されている。開口部２２ａは、図示の例では、長孔
形状を有する。長孔形状は特に限定されないが、図示のように両端が半円状を有する長方
形、長楕円、長方形などである。開口部２２ａは、第１収容部２０の内部に収容されるペ
レット状排泄物処理材の大きさにも依存するが、図５（Ｂ）に示すように、短辺Ｌ１が２
ｍｍ以上５ｍｍ以下、長辺Ｌ２が１０ｍｍ以上２０ｍｍ以下であることができる。開口部
２２ａは、その長辺方向が第１収容部２０の長辺方向と同じであることが好ましい。開口
部２２ａがこのような構成を取ることで、以下の利点がある。
【００３１】
　開口部２２ａが長孔形状であって、しかも当該開口部２２ａの長辺方向が第１収容部２
０の長辺方向と同じであることにより、ペレット状排泄物処理材が開口部２２ａに部分的
に引っかかりやすく、排泄物処理材が底部２２で動きすぎたりせず、いわゆる遊びが少な
くなる。例えば猫は、排泄物を埋めるために、排泄前に前足で前後方向に排泄物処理材を
掘り起こして穴を形成し、排泄後に穴の周りの排泄物処理材を掘り起こして穴の中の排泄
物を埋め戻す習性を有する。しかも、図５（Ａ）に示すように、猫２００は第１収容部２
０の長辺方向に沿った姿勢で排泄することが多い。そのため、底部２２での排泄物処理材
の遊びが抑制されることにより穴が掘りやすくなり、猫は速やかに安心して排泄を行うこ
とができる。
【００３２】
　さらに、排泄前後に排泄物処理材を掘り起こす猫の習性を利用することにより、水分（
尿）の吸収によって自己崩壊する排泄物処理材が攪拌されてその崩壊が促進される。その
結果、尿が吸収された排泄物処理材の崩壊片をより速やかに開口部２２ａから下の第２収
容部３０へ排出できる。
【００３３】
　ペレット状の排泄物処理材の大きさが、例えば平均値で径が５ｍｍないし８ｍｍで、長
さが１０ｍｍないし３０ｍｍの場合には、開口部２２ａは上述した範囲の大きさを有する
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ことが好ましい。開口部２２ａの短辺および長辺が上記範囲の下限値より小さいと、崩壊
した排泄物処理材が開口部２２ａから落下しにくくなり、開口部２２ａの短辺および長辺
が上記範囲の上限値より大きいと、排泄物処理材が動きやすくなって遊びを効果的に抑制
しにくくなる。
【００３４】
　第１収容部２０には、必要に応じて、図６に示すステップ部材６０を設けることができ
る。このステップ部材６０は、枠体６２と、枠体６２内に形成されたステップ部６３とを
有することができる。ステップ部６３は、格子状をなし、複数の第１開口部６４と、第１
開口部６４より大きい第２開口部６６とを有する。開口部６４，６６は、猫などのペット
がステップ部材６０上に乗ったときに、ペットの足に付着した排泄物処理材やその粉砕物
が当該開口部６４，６６から第１収容部２０内に落ちる大きさに形成されている。第２開
口部６６は、ステップ部材６０を取り外す際に指を入れることができる程度の大きさに形
成されている。
【００３５】
　ステップ部材６０は、さらに、フランジ部６２ａと、前面側のフランジ部６２ａに連続
する取り付け部６８とを有する。そして、ステップ部材６０は、図５に示すように、取り
付け部６８を第１収容部２０の第１側面２４ａに引っかけることで装着される。また、ス
テップ部材６０の枠体６２の下面は、第１収容部２０の段差部２８によって支持される。
【００３６】
１．３．第２収容部
　第２収容部３０は、図２および図７に示すように、全体形状が上方に開口部を有する箱
体状をなし、平面視においてほぼ矩形（図示の例ではほぼ長方形）の底部３２と、当該底
部３２と連続する側部３４とを有する。第２収容部３０は、第１収容部２０の開口部２２
ａから落下する排泄物処理材の崩壊片を収容するのに十分で、かつ支持部１０内に収容可
能な大きさを有する。第２収容部３０の容積は、例えば、１匹の成猫が１週間ないし２週
間にわたって本実施形態に係るペット用トイレを使用したときに排出される排泄物処理材
の崩壊片（木くず）の量などを考慮して決めることができる。
【００３７】
　側部３４は、底部３２の４辺に対応して、第１から第４の４つの側壁３４ａ，３４ｂ，
３４ｃおよび３４ｄを有する。各側壁３４ａ～３４ｄは、同一の高さを有する。そして、
第１側壁３４ａの前面を覆うようにカバー部材３６が形成されている。そして、カバー部
材３６の下方中央には開口部３６ａが形成されている。このカバー部材３６は、開口部３
６ａに手を入れることによって取っ手として機能する。
【００３８】
２．処理材回収部材
　図９（Ａ）ないし図９（Ｃ）は、本実施形態に係る処理材回収部材４０を示す斜視図で
ある。図９（Ａ）は、折りたたんである状態の処理材回収部材を示し、図９（Ｂ），図９
（Ｃ）は、使用時の処理材回収部材を示している。
【００３９】
　本実施形態の処理材回収部材４０は、使用しないときには図９（Ａ）に示すように、平
坦に折りたたまれて、トイレ本体１００とは別に市販されることができる。
【００４０】
　また、図９（Ｂ）および図９（Ｃ）に示すように、使用時には、折りたたまれたものを
展開する。このときの処理材回収部材４０は、上方が開放された箱体状をなし、底部４２
と、側部４４とを有する。図示の例では、処理材回収部材４０は、１枚のシート状部材を
折りたたんで形成されている。そして、側部４４を構成するために、４隅には内側に折り
たたまれる折片４１が形成されている。したがって、側部４４がある程度の機械的強度を
有することにより、使用時の処理材回収部材４０は、容器としての機能を有することがで
きる。また、使用時の処理材回収部材４０は、図９（Ｃ）に示すように、第２収容部３０
の底部３２と側部３４（図７参照）とを覆うことができるように、当該第２収容部３０の



(8) JP 2012-175910 A 2012.9.13

10

20

30

40

50

形状とほぼ相似している。そして、処理材回収部材４０は、第２収容部３０内に着脱自在
に装着される。
【００４１】
　処理材回収部材４０の少なくとも上面、すなわち第２収容部３０に装着されたときに上
面となる面が防水性を有することが好ましい。このように処理材回収部材４０が防水性を
有することにより、第１収容部２０の開口部２２ａから落下する排泄物処理材の崩壊片が
水分を含んでいても、処理材回収部材４０の強度を保持できる。もちろん、処理材回収部
材４０は、上面のみならず、全面が防水性を有していてもよい。
【００４２】
　防水性の処理材回収部材４０の材質としては、用いる基材等によって各種の公知のもの
を選択することができる。例えば、処理材回収部材４０の基材がプラスチックのような防
水性を有するものであれば、特に防水処理を必要としない。処理材回収部材４０の基材が
紙のような防水性の低いものの場合には、基材の表面に公知の方法で防水加工を施したも
のを用いることができる。このような防水加工を施した素材としては、紙基材の表面にプ
ラスチックシートを積層した素材、樹脂成分を塗布法によって紙基材上に成膜した素材な
どを用いることができる。
【００４３】
　処理材回収部材４０の底部４２には、第２収容部３０に装着されたときに底面となる面
に、吸水部４６を有していてもよい。吸水部４６は、吸水性を有する素材を用いたもので
あれば特に限定されないが、吸水性樹脂、植物性繊維、パルプなどを用いることができる
。吸水部４６は、例えば底部４２に接着することで固定される。吸水部４６には、消臭剤
、芳香剤などの成分を含ませることもできる。このように、吸水部４６を設けることによ
り、崩壊した排泄物処理材の水分を確実に吸収することができ、悪臭の発生を防止したり
、崩壊した排泄物処理材の廃棄を容易にすることができる。
【００４４】
　また、図示の例では、処理材回収部材４０の短辺方向に位置する第１側壁４４ａおよび
第３側壁４４ｃのほぼ中央部に、２つの穴形成部４８がそれぞれ設けられている。穴形成
部４８は、一部を残して切り込みが形成されたもの、あるいはミシン目で形成されたもの
などで構成される。そして、処理材回収部材４０内に排泄物処理材の崩壊片が溜まったと
きに、穴形成部４８を指で折ったり、あるいはミシン目を切断したりして側壁４４ａ，４
４ｃに穴を形成する。そして、これらの穴に指をいれることにより、処理材回収部材４０
を容易に持ち運び、廃棄することができる。
【００４５】
　処理材回収部材４０は、図示した例のように箱体状に限定されず、柔らかいプラスチッ
ク製の袋状であってもよい。この場合には、袋の上縁にひも状部材を通すことができる。
そして、当該ひも状部材を引き絞ることにより処理材回収部材を巾着状にすることができ
る。このような処理材回収部材によれば、当該処理材回収部材内に排泄物処理材の崩壊片
が溜まったら、ひも状部材を引き絞ることにより崩壊片を確実かつ容易に廃棄することが
できる。
【００４６】
　処理材回収部材４０は、第２収容部２０内に安定して装着されることが望ましく、必要
に応じて第２収容部２０に設けられた係止部材によって複数箇所を固定することができる
。
【００４７】
　３．ペット用トイレの使用方法
　次に、トイレ本体１００と処理材回収部材４０とを用いた、ペット用トイレの使用方法
について、図２および図９（Ａ）～（Ｃ）を参照しながら説明する。本実施形態にかかる
使用方法では、以下の工程（ａ）～（ｃ）を含むことができる。
【００４８】
　（ａ）まず、図９（Ａ）～（Ｃ）に示すように、折りたたまれた処理材回収部材４０の
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側部を起こして箱状の処理材回収部材４０を形成する。そして、この箱状の処理材回収部
材４０を第２収容部３０内に装着する。
【００４９】
　（ｂ）また、第１収容部２０内に、水分の吸収によって自己崩壊するペレット状の排泄
物処理材を収容する。ここで用いられるペレット状の排泄物処理材は、天然針葉樹のおが
屑を主成分とする粉体を加熱圧着してペレット状に成形したものである（例えば特開平９
－３０８４０３号参照）。このタイプの排泄物処理材は、猫などのペットの尿を吸収する
と細かい木片あるいは粉体状の木片（以下、「木くず」ともいう）に分解される。このよ
うな木くずは、第１収容部２０の開口部２２ａをスムーズに通過することができる。また
、上記木くずは乾燥しやすく、掃除の時にペット用トイレを軽く揺するなどすることによ
り開口部２２ａから落下することができる。また、ペットの糞は、糞に付着した排泄物処
理材と共に廃棄することができる。
【００５０】
　排泄物処理材は、主成分が木材であるため、使用後の排泄物処理材は、可燃物して処理
できるだけでなく、例えば堆肥原料としても利用できるなど、環境にやさしい。また、排
泄物処理材は、天然針葉樹のおが屑を主成分とするので、それ自体で消臭性や抗菌性を有
する。さらに、排泄物処理材は、天然針葉樹のおが屑を主成分とするが、これに必要に応
じてベントナイトなどの無機成分、抗菌剤、着色剤などを添加することができる。排泄物
処理材は、公知の圧縮押出成型機を用いて加圧成形される。
【００５１】
　排泄物処理材の大きさは、特に限定されないが、例えば平均で径が５ｍｍないし８ｍｍ
で、長さが１０ｍｍないし３０ｍｍとすることができる。排泄物処理材の大きさが上記範
囲の下限値より小さいと、十分な吸水性を発揮する前に崩壊しやすくなる傾向があり、一
方、排泄物処理材の大きさが上記範囲の上限値より大きいと、猫などのペットにとって排
泄時に負担が大きくなる傾向がある。
【００５２】
（ｃ）　ペットが排泄する尿によって崩壊した排泄物処理材（木くず）は、第１収容部２
０の開口部２２ａを介して処理材回収部材４０の内部に堆積する。この木くずが所定の量
に達したら、木くずを収容した状態で処理材回収部材４０を廃棄することができる。図９
（Ａ）～（Ｃ）に示した処理材回収部材４０の場合には、上述したように、穴形成部４８
を指で折ったり、あるいはミシン目を切断したりして側壁４４ａ，４４ｃに穴を形成する
。そして、これらの穴に指をいれることにより、処理材回収部材４０を容易に持ち運ぶこ
とができる。
【００５３】
　本実施形態に係るペット用トイレは、上述した工程（ａ）ないし（ｃ）を繰り返すこと
で、ペットの排泄物を簡単に処理できる。なお、工程（ｂ）では、通常、使用によって減
少した分の排泄物処理材を補充するだけでよい。そして、崩壊した排泄物処理材（木くず
）は、使い捨ての処理材回収部材４０を用いて処理されるので、第２収容部３０を木くず
によって汚すことがない。したがって、この使用方法によれば、従来では頻繁に掃除、洗
浄する必要があった木くずの収容部を長時間清潔に保つことができので、ペット用トイレ
の管理が格段に容易になるだけでなく、ペット用トイレを清潔に保つことができる。
【００５４】
　以上、本発明の一実施形態について述べたが、本発明はこれに限定されず、発明の要旨
の範囲内で各種の態様を取りうる。例えば、第１収容部、第２収容部およびこれらの収容
部を支持する支持部の形状、構造、および取り付け構造などは各種の態様を取りうる。ま
た、処理材回収部材の形状や構造も各種の態様を取りうる。
【符号の説明】
【００５５】
１０　支持部、１２　底部、１４　側部、１８　開口部、２０　第１収容部、２２　底部
、２４　側部、２２ａ　開口部、３０　第２収容部、３２　底部、３４　側部、４０　処
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理材回収部材、４２　底部、４４　側部、４６　吸水部、５０　カバー部、６０　ステッ
プ部材、１００　トイレ本体。

【図９】



(11) JP 2012-175910 A 2012.9.13

【図１】



(12) JP 2012-175910 A 2012.9.13

【図２】



(13) JP 2012-175910 A 2012.9.13

【図３】

【図４】



(14) JP 2012-175910 A 2012.9.13

【図５】



(15) JP 2012-175910 A 2012.9.13

【図６】

【図７】



(16) JP 2012-175910 A 2012.9.13

【図８】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

